
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

訓

令

○
青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域

県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

地
域
活
力

振

興

課)

…

�

告

示

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し

て
定
め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
の
一
部
改
正

(

人

事

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(
健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
並
び
に
介
護
予
防
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(
同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
名
称
並
び
に
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)
…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

売
事
業
所
の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正

(

水
産
振
興
課)

…

	

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生

(

同

)

…

	

○
基
本
測
量
の
終
了

(

監

理

課)

…

	

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

文

化

課)

…




○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

同

)

…




出
先
機
関

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

中
南
地
域

県

民

局)

…




○
右

同

(

三
八
地
域

県

民

局)

…
��

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

上
北
地
域

県

民

局)

…
��

公
安
委
員
会

○
認
知
機
能
検
査
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

運
転
免
許
課)

…
��

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
係
る
公
示(

病

院

局

医
療
情
報
部)

…
��

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成25年４月26日 金曜日 第3684号1

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�


�

�

�
�
�

�
�
�


�
�
�
�
�



( )

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関

す
る
規
程

(

平
成
二
十
四
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

平
成
二
十
四
年
度
青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

(

平
成
二
十
四
年

四
月
五
日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十

五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)
及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る｣

を

｢

次
に
掲
げ
る｣

に
改
め
、

同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

平
成
二
十
四
年
度
青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

(

平
成
二
十
四
年
四
月
五

日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
五

年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

及
び
同
要
綱
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
五
年
度
青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

(

平
成
二
十
五
年
四
月
八

日
制
定)

に
基
づ
く
補
助
金
に
係
る
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
及
び
同
要
綱
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷

病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

(

以
下

｢

年
金
た
る
補
償｣

と
い
う
。)

及

び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
五
〇
三
円

一
二
、
九
三
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
〇
七
円

一
二
、
九
三
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
六
一
八
円

一
三
、
六
三
四
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
一
一
二
円

一
六
、
一
三
〇
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
二
七
円

一
八
、
五
三
五
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
七
四
一
円

二
一
、
九
一
一
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
八
六
一
円

二
四
、
四
五
五
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
九
円

二
四
、
九
九
五
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
八
一
一
円

二
三
、
一
七
一
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
六
八
三
円

一
九
、
八
一
六
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
五
〇
円

一
四
、
三
七
六
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
五
〇
円

一
二
、
九
三
五
円



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
並
び
に
居
宅

介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
並
び
に
介
護

予
防
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

三
沢
市
六
川

目
六
丁
目
二

八
の
六

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
常
光

会

三
沢
市
六
川

目
六
丁
目
二

八
の
六

訪
問
看
護

ひ
ば
り
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
大
字

三
沢
字
堀
口

一
六
四
の
二

九
一

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
六
六

変
更
後

株
式
会
社

ラ
イ
フ
ア

リ
ー
ナ

弘
前
市
大
字

駒
越
字
村
元

一
二
三
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
桜
美

苑
黒
石

黒
石
市
大
字

浅
瀬
石
字
扇

田
三
七
九

��･

��･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
桜
友

会

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

〃

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

｢

す

ば
る｣

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
三
一
の
一

��･

��･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

老
人
保
健

施
設
ふ
じ

苑

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

｢

さ
く
ら

の
里｣

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
三
一
の
一

〃

変
更
前

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

変
更
後

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字

神
田
一
丁
目

二
の
一
四

福
祉
用
具

貸
与

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字

神
田
一
丁
目

二
の
一
四

��･

�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
並
び
に
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
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変
更
前

三
沢
市
六
川

目
六
丁
目
二

八
の
六

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
常
光

会

三
沢
市
六
川

目
六
丁
目
二

八
の
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

ひ
ば
り
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
大
字

三
沢
字
堀
口

一
六
四
の
二

九
一

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
六
六

変
更
後

株
式
会
社

ラ
イ
フ
ア

リ
ー
ナ

弘
前
市
大
字

駒
越
字
村
元

一
二
三
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
桜
美

苑
黒
石

黒
石
市
大
字

浅
瀬
石
字
扇

田
三
七
九

��･

��･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
桜
友

会

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

〃

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

｢

す

ば
る｣

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
三
一
の
一

��･

��･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

老
人
保
健

施
設
ふ
じ

苑

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
五
四
の
四

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

土
堂
字
長
瀬

三
八
五
の
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

｢

さ
く
ら

の
里｣

弘
前
市
大
字

藤
代
字
広
田

一
三
一
の
一

〃

変
更
前

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

変
更
後

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字

神
田
一
丁
目

二
の
一
四

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字

神
田
一
丁
目

二
の
一
四

��･

�･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

十
和
田
市
大
字
深

持
字
南
平
三
一
二

の
四

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
義
乃
会

十
和
田
市
大
字

深
持
字
南
平
三

一
二
の
四

居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

な
か
よ
し
荘

十
和
田
市
大
字
深

持
字
南
平
三
一
二

の
一

平
成

��

･

��･

	

変
更
前

有
限
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

有
限
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
富
田

三
丁
目
八
の
二
〇

変
更
後

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
富

田
三
丁
目
八
の

二
〇

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
川
先

一
丁
目
六
の
一
〇

��･

�･

�



( )

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売

事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

変
更
後

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

介
護
福
祉
部

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四

平
成

��

･

�･

�

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

変
更
後

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

東
北
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

介
護
福
祉
部

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四

平
成

��･

�･

�

名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

廃

止

年
月
日

介
護
老
人
保
健
施
設
平

成
の
館

弘
前
市
大
字
石
渡
四
丁
目
一

三
の
七

介
護
老
人
保
健
施
設

平
成

��･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
平
川
市
社

会
福
祉
協
議

会

平
川
市
柏
木
町
藤

山
一
六
の
一

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
平
川
市
社

会
福
祉
協
議

会
尾
上
訪
問

介
護
事
業
所

平
川
市
猿
賀
南
田

九
六
の
三

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
七
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
七
戸
町
字

立
野
頭
一
三
九
の

一

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法

人
七
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
七
戸
町
字

立
野
頭
一
三
九
の

一

〃



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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高
橋
秀
禎

八
戸
市
大
字
番
町

四
〇

訪
問
看
護

高
橋
医
院

八
戸
市
大
字
番
町

四
〇

��

･

�･

��

〃

〃

居
宅
療
養

管
理
指
導

〃

〃

〃

株
式
会
社M

's
平
川
市
碇
ヶ
関
湯

向
川
添
五
一
の
一

〇

〃

碇
ヶ
関
調
剤

薬
局

平
川
市
碇
ヶ
関
湯

向
川
添
五
一
の
一

〇

��

･

�･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
平
川
市
社

会
福
祉
協
議

会

平
川
市
柏
木
町
藤

山
一
六
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
平
川
市
社

会
福
祉
協
議

会
尾
上
訪
問

介
護
事
業
所

平
川
市
猿
賀
南
田

九
六
の
三

平
成

��

･
�･
��

社
会
福
祉
法

人
七
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
七
戸
町
字

立
野
頭
一
三
九
の

一

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法

人
七
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

上
北
郡
七
戸
町
字

立
野
頭
一
三
九
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
桜
友
会

弘
前
市
大
字
土
堂

字
長
瀬
三
八
五
の

一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢

す
ば
る｣

弘
前
市
大
字
藤
代

字
広
田
一
三
一
の

一

��

･

��･

��

高
橋
秀
禎

八
戸
市
大
字
番
町

四
〇

介
護
予
防

訪
問
看
護

高
橋
医
院

八
戸
市
大
字
番
町

四
〇

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

〃

〃

〃

株
式
会
社M

's

平
川
市
碇
ヶ
関
湯

向
川
添
五
一
の
一

〇

〃

碇
ヶ
関
調
剤

薬
局

平
川
市
碇
ヶ
関
湯

向
川
添
五
一
の
一

〇

��

･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
新
堂
企

画

上
北
郡
東
北
町
上

北
南
四
丁
目
三
二

の
三
〇
八

ひ
ま
わ
り
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

上
北
郡
東
北
町
上

北
南
四
丁
目
三
二

の
三
〇
八

平
成

��

･

�･

	

医
療
法
人
誠
仁
会

つ
が
る
市
木
造
若

竹
五

医
療
法
人
誠
仁
会

尾
野
病
院

つ
が
る
市
木
造
若

竹
五

��･

�･

��

医
療
法
人
千
隆
会

八
戸
市
柏
崎
六
丁

目
二
九
の
六

岸
原
病
院

八
戸
市
柏
崎
六
丁

目
二
九
の
六

��･

��･

��

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
健
生
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ち
と
せ

黒
石
市
ち
と
せ
三

丁
目
七

��･

��･

�

〃

〃

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ

じ
し
ろ

弘
前
市
大
字
藤
代

二
丁
目
一
二
の
一

��･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
桜
友
会

弘
前
市
大
字
土
堂

字
長
瀬
三
八
五
の

一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢
す
ば
る｣

弘
前
市
大
字
藤
代

字
広
田
一
三
一
の

一

平
成

��

･

��･

�

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

す
こ
や
か

青
森
市
千
刈
一
丁

目
一
五
の
一
七

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

児
童
発
達

支
援

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

保
育
所
等

訪
問
支
援

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

〃

株
式
会
社
ハ

ー
ト
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス

青
森
市
中
央
一
丁

目
二
七
の
五

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

ま
あ
む

青
森
市
中
央
一
丁

目
二
七
の
五

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

ｔ
ｅ
ａ
ｍ.

Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ

ｂ
ｙ

ｓ
ｔ

ｅ
ｐ

弘
前
市
大
字
城
東

三
丁
目
一
一
の
一

一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
す
て

っ
ぷ

弘
前
市
大
字
城
東

三
丁
目
一
一
の
一

一

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

山
郷
館
児
童

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

き
っ
ず

黒
石
市
柵
ノ
木
二

丁
目
五
七

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

山
郷
館
児
童

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

ど
・
れ
・
み

弘
前
市
大
字
百
沢

字
東
岩
木
山
二
六

二
八

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

山
郷
館
児
童

・
障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
く

れ
よ
ん

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
一
三
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

拓
光
園
障
害

児
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
百
沢

字
東
岩
木
山
二
六

二
八

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

児
童
発
達

支
援

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

〃



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
階
上
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

精
密
地
形
調
査)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

佐
井
村

大
間
町

風
間
浦
村

む
つ
市

東
通
村

六
ケ
所
村

東
北
町

青 森 県 報平成25年４月26日 金曜日 第3684号 8

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

〃

黒
石
市

黒
石
市
大
字
市
ノ

町
一
一
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

｢

天
使

の
森｣

黒
石
市
西
ケ
丘
九

五

〃

階
上
区
域

階
上
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

内
水
面
以
外
の
水
面
に
お
い
て
網
漁
具
を
水
深
二
十

七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
水
中
に
定
置
し
て
営
む
漁
業

(

以

下

｢

小
型
定
置
漁
業｣

と
い
う
。)

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
ま
だ
ら
底
は
え
な
わ
漁
業

５

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
篭
漁
業

６

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
刺
網
漁
業

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸
村
二
九
碇
谷

励

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
向
町
八
五
の
二

佐
々
木

真
二

奥
戸
区
域

奥
戸
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

大
間
町
大
字

奥
戸
字
奥
戸
村
、

字
向
町
、
字
浜

町
通
、
字
小
奥

戸
及
び
字
館
ノ

上
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ

っ
て
、
主
と
し
て

い
か
つ
り
漁
業
で

あ
っ
て
甲
の
地
区

の
者
が
行
う
漁
業



( )

七
戸
町

三
沢
市

十
和
田
市

六
戸
町

お
い
ら
せ
町

五
戸
町

八
戸
市

南
部
町

階
上
町

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
沢
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

三

代
表
者
の
氏
名

坂
田

靖
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
三
の
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
援
助
が
必
要
な
障
が
い
児

(

者)

本
人
の
高
齢
化
、
親
の
高
齢
化
に
伴
い
、
住

民
参
加
と
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
日
常
生
活
に
関
す
る
支
援
、
権
利
擁
護
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
健
康
で
文
化
的
な
暮
ら
し
が
出
来
る
住
み

や
す
い
地
域
社
会
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
イ
シ
ュ
ウ

三

代
表
者
の
氏
名

山
田

裕
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
五
丁
目
四
の
二
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
各
種
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
通
し
て
自
立
し
、
生

活
の
向
上
を
図
り
、
個
人
の
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
、
地
域
社
会
に
お
い
て
安
心
し
て
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
市
民
が
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け

隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

長
前
二
期
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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( )

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

高

原

至

智

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

一
般
農
道
整
備
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

川
守
田
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
十

和
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝

公

安

委

員

会
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

苫
米
地

弘
美

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
相
坂
七
八

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

國
分

勝
雄

竹
ヶ
原

幸
光

畑
山

昭
雄

久
田

伸
一

滝
沢

惣
吉

平
舘

龍
太
郎

高
舘

孝

平
舘

元
秀

栗
山

敬
一

國
分

弘
志

山
崎

市
松

岡
田

良
平

苫
米
地

弘
美

國
分

勝
雄

竹
ヶ
原

幸
光

畑
山

昭
雄

久
田

伸
一

滝
沢

惣
吉

平
舘

龍
太
郎

高
舘

孝

竹
ヶ
原

伸
哉

平
舘

元
秀

岡
田

良
平

山
崎

市
松

國
分

弘
志

〃

大
字
藤
島
字
藤
島
二
三

〃

大
字
相
坂
字
長
漕
四
〇
の
一

〃

大
字
切
田
字
横
道
一
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
見
九
四
の

二十
和
田
市
大
字
切
田
字
堰
向
五
六
の
二

〃

大
字
相
坂
字
高
見
一
二
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
舘
八
二
の

三十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
九
八
の
一

〃

〃

字
小
林
一
一
一
の
一

〃

大
字
藤
島
字
藤
島
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
一
二
の
一

〃

六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
七
二

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
相
坂
七
八

〃

大
字
藤
島
字
藤
島
二
三

〃

大
字
相
坂
字
長
漕
四
〇
の
一

〃

大
字
切
田
字
横
道
一
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
見
九
四
の

二十
和
田
市
大
字
切
田
字
堰
向
五
六
の
二

〃

大
字
相
坂
字
高
見
一
二
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
舘
八
二
の

三十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
二
六
〇
の
二

〃

〃

字
高
見
九
八
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
七
二

〃

お
い
ら
せ
町
瓢
一
二
の
一

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
藤
島
五

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

認
知
機
能
検
査
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

木

村

八

�

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

認
知
機
能
検
査
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

認
知
機
能
検
査
員
の
認
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
十
三
年
二
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
備
考
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
認
知
機
能
検
査
員
講
習
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
表
一
の
項
及
び
二
の
項
に
規
定
す
る
講
習
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
補
充
講
習

(

以
下

｢

補
充
講

習｣

と
い
う
。)

を
終
了
し
た
者

二

都
道
府
県
指
定
自
動
車
教
習
所
協
会
が
実
施
し
た
補
充
講
習
の
受
講
者
が
同
講
習
の
内
容
を

伝
達
す
る
研
修
を
終
了
し
た
者

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
自
動
車
安
全
運

転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
新
任
運
転
適
性
指
導
員
研
修
又
は
運
転
適
性
講
習
指
導
員
研
修
を
終

了
し
た
者

四

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
自
動
車
安
全
運

転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
を
終
了
し
た
者

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中｢

講
習｣

を｢

教
養｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
認
知
機
能
検
査
員
研
修
を
終
了
し
た
者

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
自
動
車
安
全
運

転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
を
終
了
し
た
者

別
記
様
式
第
一
号
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中

｢

｣

を｢

｣
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資
格

高
齢
者
講
習
指
導
員
の
資
格
の
有
無

□
あ
り

□
な
し

講
習
受
講
歴

□
あ
り

□
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
補
充

講
習

□
都
道
府
県
指
定
自
動
車
教
習
所
協
会
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導

員
補
充
講
習
の
受
講
者
が
同
講
習
の
内
容
を
伝
達
す
る
研
修

□
平
成
２
１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
新
任
運
転
適
性
指
導
員
研
修

又
は
運
転
適
性
講
習
指
導
員
研
修

□
平
成
２
１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修

□
な
し

審
査
内
容

１
認
知
症
の
専
門
医

２
警
察
庁
又
は
都
道
府
県
警
察
が
実
施
す
る
認
知
機
能
検
査
の
実
施
に
必

要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

３
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
高
齢
者
講
習
指
導
員
課
程
を

終
了
し
た
者
(平
成
２
２
年
４
月
１
日
以
降
に
終
了
し
た
者
に
限
る
｡
)

審
査
内
容

１
認
知
症
の
専
門
医

２
警
察
庁
又
は
都
道
府
県
警
察
が
実
施
す
る
認
知
機
能
検
査
の
実
施
に
必

要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
教
養
を
終
了
し
た
者

３
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
認
知
機
能
検
査
員
研
修
を
終

了
し
た
者

４
平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
自

動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
を
終
了

し
た
者



( )

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
係
る
公
示

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
契
約
に
係
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

調
達
内
容

１

名
称

青
森
県
立
中
央
病
院
電
子
カ
ル
テ
等
基
幹
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務

２

仕
様

青
森
県
立
中
央
病
院
電
子
カ
ル
テ
等
基
幹
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務
提
案
競
技
仕
様
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
限

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

４

納
入
場
所

青
森
県
立
中
央
病
院

二

調
達
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
等

青
森
県
青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院

医
療
情
報
部

Ｉ
Ｔ
基
盤
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
二
六
―
八
三
六
八

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
一
七
―
七
二
六
―
八
三
二
五

三

参
加
手
続

１

提
案
競
技
応
募
要
項
の
配
布

�

配
布
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
六
日
ま
で

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で

�

配
布
場
所

二
に
同
じ

２

提
案
競
技
へ
の
参
加
申
請

�

提
出
方
法

所
定
の
様
式
に
よ
り
、
持
参
又
は
郵
送
に
て
行
う
。

�

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
ま
で

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で

�

提
出
場
所

二
に
同
じ

３

参
加
資
格
に
関
す
る
事
項

本
件
調
達
の
参
加
者
は
、
単
独
又
は
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
提
案
と
し
、
次
に
掲
げ
る
条
件
全
て

を
満
た
す
者
と
す
る
。

�

単
独
提
案

ア

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項

及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

参
加
申
請
の
期
限
の
日
か
ら
契
約
締
結
の
時
ま
で
の
間
に
、
青
森
県
か
ら
指
名
停
止
の

措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ウ

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号
、
平
成
二
十
四
年
二
月

一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
九
号
又
は
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
九
号

の
一
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
シ
ス
テ
ム
開
発
、
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
及

び
業
務
委
託
全
て
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

エ

納
入
を
予
定
し
て
い
る
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
及
び
オ
ー
ダ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
日
時
点
で
七
百
床
以
上
の
病
院
で
シ
ス
テ
ム
の
更
新
実
績
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

オ

シ
ス
テ
ム
の
品
質
向
上
を
図
る
上
で
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、

環
境
に
配
慮
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

カ

�
の
グ
ル
ー
プ
提
案
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

�

グ
ル
ー
プ
提
案

ア

グ
ル
ー
プ
の
全
て
の
構
成
員
が
、
�
ア
及
び
イ
を
満
た
す
者
で
あ
り
、
か
つ
、
グ
ル
ー

プ
代
表
者
が
ウ
、
エ
及
び
オ
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。
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( )

イ

グ
ル
ー
プ
構
成
員
が
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

４

提
案
協
議
参
加
資
格
の
確
認
等

�

こ
の
提
案
協
議
へ
の
参
加
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
た
め
の
申
請
書
を
提
出
し

な
い
者
及
び
参
加
資
格
の
確
認
の
結
果
、
参
加
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
こ
の
提

案
競
技
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

参
加
資
格
の
確
認
は
、
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
結
果

は
郵
送
に
よ
り
通
知
す
る
。

四

質
問
及
び
回
答

１

質
問
が
あ
る
場
合
、
所
定
の
様
式
を
用
い
て
次
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
般
的

事
項
に
関
し
て
は
随
時
、
電
話
又
は
口
頭
に
よ
り
照
会
し
て
差
し
支
え
な
い
。

�

提
出
方
法

原
則
と
し
て
、
提
案
競
技
応
募
要
項
記
載
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
へ
の
電
送
に
よ
り
提
出
す

る
。
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、
二
へ
の
持
参
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
電
送
で
の
提

出
を
認
め
る
。

�

受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

午
後
四
時
三
〇
分
ま
で

�

回
答
に
つ
い
て
は
、
質
問
者
に
回
答
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
提
案
協
議
参
加
資
格
者
に

通
知
す
る
。

五

企
画
提
案
書
の
提
出

提
案
協
議
参
加
申
請
書
の
審
査
に
お
い
て
参
加
資
格
が
認
め
ら
れ
た
者
は
、
別
に
定
め
る
企
画

提
案
書
作
成
要
項
に
よ
り
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

１

提
出
方
法

郵
送
又
は
持
参

２

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日

午
後
四
時
三
〇
分
ま
で

３

提
出
先

二
に
同
じ

４

そ
の
他
、
提
案
書
作
成
要
項
に
定
め
る
も
の

六

選
定
方
法
及
び
契
約
の
決
定

１

選
定
方
法

別
に
設
置
す
る

｢

青
森
県
立
中
央
病
院
電
子
カ
ル
テ
等
基
幹
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務
提
案
競

技
審
査
委
員
会｣

(

以
下
、

｢

審
査
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
行
う
。

２

契
約
の
決
定

審
査
委
員
会
が
選
定
し
た
最
優
秀
者

(

以
下
、

｢

契
約
予
定
者｣

と
い
う
。)

と
企
画
提
案

書
を
参
考
に
協
議
を
行
い
、
協
議
が
整
っ
た
場
合
に
、
県
が
別
途
定
め
る
予
定
価
格
の
範
囲
内

で
契
約
を
締
結
す
る
。
こ
の
協
議
に
お
い
て
、
提
出
さ
れ
た
提
案
の
内
容
を
一
部
変
更
す
る
場

合
が
あ
る
。
ま
た
、
契
約
予
定
者
と
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
点
の
提
案
と
し

て
評
価
し
た
者
と
契
約
の
協
議
を
行
う
。

３

契
約
保
証
金

契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
さ
せ
、
又
は
当
該
契
約
保
証
金
に
代
わ

る
担
保
を
提
供
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

納
付
を
免
除
す
る
。

�

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

�

契
約
予
定
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
保
険
会
社
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
知
事
が

指
定
す
る
金
融
機
関
と
履
行
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

�

過
去
二
年
の
間
に
国

(

公
団
を
含
む
。)

又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模

を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
誠
実
に

履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

４

そ
の
他
の
契
約
条
項

契
約
予
定
者
と
協
議
の
上
定
め
る
。

七

そ
の
他

１

書
類
作
成
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

留
意
事
項

�

提
出
期
限
後
の
問
合
せ
及
び
書
類
の
追
加
・
修
正
に
は
原
則
と
し
て
応
じ
な
い
。

�

提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
返
却
し
な
い
。

�

企
画
提
案
書
の
著
作
権
は
、
提
案
者
に
帰
属
す
る
。

�

企
画
提
案
書
は
、
他
の
提
案
者
に
対
し
て
非
公
開
と
す
る
。

�

提
出
さ
れ
た
書
類
を
、
審
査
等
で
使
用
す
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
複
製
す
る
場
合
が
あ

る
。

�

本
調
達
の
受
託
者
は
、
今
後
発
注
さ
れ
る
本
業
務
に
関
連
す
る
業
務
及
び
機
器
等
の
購
入

に
お
い
て
契
約
者
と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

�

書
類
を
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
す
る
こ
と
。

３

参
加
に
要
す
る
費
用
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

提
出
さ
れ
る
書
類
の
作
成
及
び
提
出
に
要
す
る
費
用
並
び
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
要
す
る
費
用
は
、

全
て
提
案
者
が
負
担
す
る
。

４

そ
の
他
の
詳
細
は
、
二
に
お
い
て
配
布
す
る
提
案
競
技
応
募
要
項
、
提
案
書
作
成
要
項
及
び

青
森
県
立
中
央
病
院
電
子
カ
ル
テ
等
基
幹
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務
提
案
競
技
仕
様
書
に
よ
る
。

Sum
m
ary
for
the
notice

of
proposal

1
N
ature

and
quantity

of
the
service

to
be
required:

Proposals
for
rebuild

of
electronic

m
edical

records
system

s.

2
The

acceptance
of
period

for
the
subm

ission
of
proposals:

4/26/2013-5/13/2013,
8:30am

-4:30pm
on
w
eekday.

3
C
ontact

point
for
the
notice:

A
om
ori
Prefectural

C
entral

H
ospital

M
edical

Inform
ation

D
epartm

ent

2-1-1
H
igashitsukurim

ichi
A
om
ori
C
ity,
A
om
ori
Prefecture,

Japan

Tel
017-726-8368
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